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農業委員会だより 農地パトロールを実施します！ 
 

　８月は農地パトロール強化月間です。 
　農家世帯の高齢化、相続による遠方に居住する人の農地取得、ま
た転用許可された後、申請どおりに履行しないことなどにより、毎
年、耕作放棄地が増え続けています。 
　これからも守るべき農地、有効利用できる農地を見つけるため、
地域の農業委員が農地パトロールを実施します。 
　パトロールで問題がみつかった場合、農業委員による直接の是正指導や指導文書の送付をします。 
　耕作放棄地は、病害虫の発生、ごみの不法投棄など、地域にとっても大変な迷惑になりますので、
適切に管理しましょう。 

農業者年金加入推進説明会と個別相談会 
・農業者年金ってどんな制度？ 
・加入の条件、保険料、年金支給額は？ 
・税金が優遇されるって本当？ 
・途中で止めることはできる？ 
このような農業者年金に関するあらゆる 
質問、相談などに専門員が個別に応じます。 

　たつの市農業委員会（1６４・３１８５） 

「食」を通じてごみ減量化・堆肥化を考えましょう！ 
　家庭で買いすぎた野菜などを調理せずにそのま
ま捨ててしまったことはありませんか？ 
　揖龍クリーンセンターのごみ質分析によると、
同センターに搬入されるごみの３～４割は生ごみ
であるとの結果が出ています。 
　また、生ごみの内の約３割は調理や開封するこ
となく捨てられた手つかず食品であり、手つかず
食品の廃棄量は年々増えているとの大学の研究機
関の調査結果もあります。 
　手つかず食品の中で特に多いものは次のものです。 
（１）特売・安売りのシールが貼られたもの 
（２）しなびた丸のままの野菜 
（３）惣菜のパック 
（４）無料の調味料の小袋 
　また、生ごみには多量の水分が含まれています。
水分が多いと、処理量が多くなるだけでなく、揖
龍クリーンセンターで溶融処理する際に炉内の温

度を上げるために使用するコークスの使用量が増
え、処理経費の増大にもつながります。 
　そこで、ごみ減量化・堆肥化のため次のことを
心がけましょう！ 
（１）必要のないものを買いすぎないようにしまし

ょう！ 
（２）マイ・バッグを持って出かけて、レジ袋を受

け取らないようにしましょう！ 
（３）人数に合わせて計量して作りましょう！ 
（４）食材を無駄なく使う工夫

をしましょう！ 
（５）生ごみはよく水切りをし

てから出しましょう！ 
（６）家庭や地域で生ごみを堆

肥化しましょう！ 
 
　環境課（1６４・３１５０） 

◎と　き　７月下旬～９月 
◎ところ　市内全域 
◎内　容　地元の農業委員と事
務局で調査班を編成しパトロ
ールします。 

◎と　き　８月２４日b

１３時３０分～ 
◎ところ　たつの市産
業振興センター１階
会議室 
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付加保険料を納付しませんか 付加保険料を納付しませんか 
●付加保険料とは 
　平成２１年度の老齢基礎年金の年金額は、７９２,１００
円（満額＝４０年間保険料納付及び６５歳から受給の
場合）ですが、将来受け取る老齢基礎年金をより高
いものにしたいと考えている方のために、付加年金
制度があります。これは、毎月の国民年金保険料に
付加保険料を上乗せして納付することで、老齢基礎
年金に加算して支給されるものです。 
●付加保険料の額は 
　付加保険料の額・・・１か月４００円 
　付加保険料を納付することができるのは…国民年
金の第１号被保険者又は任意加入被保険者の方（申
込された月からで、さかのぼっての加入はできません） 
※保険料の免除・猶予を受けている方や国民年金基
金に加入している方は、納付することができません。 
●付加年金額は 
　付加年金の額…２００円×付加保険料納付月数（６５
歳から老齢基礎年金を受給する場合） 

保険料４００円に対して年金額は２００円ですから、受
給開始から２年間で付加保険料相当分の年金を受け
取ることができます。 
　なお、付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た
月の翌月から支給されます。老齢基礎年金を繰上げ
受給（６０歳～６４歳で受給）または繰下げ受給（６６
歳以降で受給）する場合は、付加年金も繰上げ・繰
下げ受給となり、老齢基礎年金の減額率・増額率に
応じて減額・増額されます。 
※姫路社会保険事務所国民年金課（1０７９・２２４・６
３８２）、国保年金課
（1６４・３２４０）、
○新市民福祉課（1７
５・０２５３）、○揖市民
福祉課（1７２・２５
２３）、○御市民福祉課
（1３２２・１４５１） 

国民年金情報 国民年金情報 
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国民年金保険料（７月分） 

口座振替日　　８月３１日b　 
定額１か月　　　　１４,６６０円 
付加つき　　　　　１５,０６０円 

　個人納付の方もお忘れなく、
８月３１日b までに、金融機関
等で納めてください。 
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